
 

事務連絡 

令和８年３月 25 日 

指定共同生活援助事業所 管理者 様 

 

横須賀市民生局福祉こども部障害福祉課長 

                                                     

地域連携推進会議への横須賀市職員の参加の見直しについて 

 

日頃より、本市の障害福祉行政にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

令和７年度より、障害者支援施設及び共同生活援助の運営を行う事業所において、地域の関

係者等を含む地域連携推進会議の開催、ならびに会議構成員（地域連携推進員）による施設等

の見学を行うことが義務付けられております。 

本市においても、令和６年度末に、市内の指定共同生活援助事業所（約 20 事業所）を想定し、

市職員が地域連携推進会議へ出席する取扱いについて通知したところですが、実際の参加依頼

は想定の半数程度にとどまりました。また、会議開催が年度末に集中しやすいことから、日程面で

市職員の出席調整が難しい場合があることも確認されました。 

このため、令和８年度以降の取扱いについて、次のとおり見直しますのでお知らせいたします。 

 

１ 市職員の出席の取扱い（令和８年度以降） 

あらかじめ本市が、市職員の出席対象となる指定共同生活援助事業所を指定することは行いま

せん。市職員の出席については、事業所から参加依頼があった都度、日程や内容等を踏まえ、出

席の可否を個別に検討いたします。ご希望に沿えない場合があることをあらかじめご了承くださ

い。 

 

２ 参加依頼の時期 

参加依頼は、これまでどおり、会議開催の１～２か月前を目安に、指定共同生活援助事業所か

ら障害福祉課へご連絡ください。 

 

３ 地域連携推進会議の開催に当たっての留意事項 

地域連携推進会議の運営に当たっては、厚生労働省作成の「地域連携推進会議の手引き」に

加え、このたび同省より発出された「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン（第１

版）」も踏まえ、適切な開催・運営に努めていただきますようお願いいたします。 

 

本市といたしましても、可能な範囲で会議へ関わり、事業所の運営状況や地域との関係づくり等

について把握し、必要な連携を図ってまいりたいと考えております。引き続きご理解とご協力を賜り

ますようお願い申し上げます。 

 

 



 

 

添付資料 

・「地域連携推進会議への横須賀市職員の参加について」（令和７年３月 28 日付） 

・「地域連携推進会議の手引き」 

・「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン（第１版）」 
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横須賀市障害福祉課 障害サービス担当 舘野  

TEL 046-822-8249 


